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2008年G8サミットNGOフォーラム 環境ユニット ポジションペーパー 

【気候変動イシュー】 

 
 

１．背景・気候変動問題の今 
 
(1) 気候変動問題とは 
 
気候変動問題は、人類が二酸化炭素やフロンなどの温室効果ガスを大量に排出していることから

大気が暖められ、地球全体の平均気温の上昇を招いている問題です。地球の平均気温の上昇が

もたらす影響は、降水量の変化による洪水・干ばつの頻発、水不足の深刻化、また、生物種の絶

滅や、熱波や感染症病などによる健康被害などにまたがり、人類の生活基盤を脅かす地球規模の

脅威となっています。また、気候変動問題は、一部の先進国による化石燃料の大量消費が引き起

こした問題でありながら、その被害は、資金や技術が十分に備わっていない脆弱な途上国により大

きく起こるという不公平な結果を招いており、既に極度に深刻化している貧困や人権問題の困難な

状況をさらに悪化させ、南北問題を拡大させる要因にもなっています。環境破壊によって生活基

盤を奪われ、その結果移動（移住）を余儀なくされた環境難民と呼ばれる人々は 2010年ま
でに 5000万人に達すると推定されており、これらの中には人身売買の危険にさらされてい
る人々も少なくありません。 
 昨今では、G8サミットや国連総会などの中心議題の一つとして取り上げられ、世界の首脳たちが
緊急に取り組むべき課題となっています。 
 
(2) 気候変動問題による影響 

 
世界の科学者が集結して取り

まとめた 2007年の「気候変動に
関する政府間パネル（IPCC）第
4 次評価報告書」では、大気中
の温室効果ガス濃度は産業革

命前のレベルから約 3 割増加し、
過去 100 年で世界の平均気温
は 0.74℃上昇したとしています。
また、これまでに起こった気温上

昇によって、既に 9 割の自然環
境が気候変動の影響を受けてい

ると報告しています。 
さらに今後 2030 年までは 10
年当たり 0.2℃の気温上昇を避
けることはできません。しかし、気

温の上昇が 1990 年レベルから
1.5～2.5℃を超えると最大 30％
の種の絶滅リスクが高まり、ほと

んどのサンゴは白化してしまいま

す。また、１～3℃の気温上昇で、洪水と暴風雨による損害の増加、熱波、洪水などによる死亡率
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の増加、低緯度地域の穀物生産性の低下、数億人の水不足などを招いてしまいます。IPCC 報告
書は、気候変動による影響が想像以上にスケールが大きく、緊急な問題であること警告していま

す。 
 
(3) 求められる世界経済・社会システムの転換 

 
工業化によって築き上げられた現代の文明は、化石燃料やフロンなどの人工の物質を大量に消

費することで成り立っています。しかし、気候変動が顕在化した今、資源を浪費して二酸化炭素を

大量に放出しながら発展するあり方を一刻も早く転換しなければ、持続可能な社会を築くことがで

きないばかりか、これまで人類社会が営々と築いてきた文明社会の崩壊すら現実味を帯びてきて

います。私たちは、今日の経済社会のあり方そのものを問い直し、転換しなければならないときにき

ています。 
 
２．これから何が必要か 
 
(1) 気温上昇幅を工業化以前のレベルから 2℃未満に 
 
大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ、気温上昇を抑制するためには、温室効果ガス排出

量の大幅な削減が必要です。IPCCは、今後 20～30年の削減努力によって長期的な気温上昇と
それに対応する影響の大きさが決まるとしており、工業化前の気温から 2.0～2.4℃の上昇に抑え
るためには、2015年までに世界の二酸化炭素排出のピークを迎え、2050年には 2000年比で 50
～85％の削減が必要になるというシナリオを示しています。そして、このシナリオの実現は、適切な
投資、技術開発などへの適切なインセンティブがあれば、現在実用化されている技術と、今後 10
年のうちに実用化される技術の組み合わせで達成可能であることを示しています。 
 危険な気候変動を回避するためには、気温上昇を工業化（1850 年頃）前のレベルから 2℃未満
に止めるべきです。IPCC の予測では、それ以上の気温上昇はさらに多くの生態系や人的被害を
拡大するものであり、許容できるレベルとは言えません。 
 
(2) 京都議定書に続く 2013年以降の効果的な枠組み 
京都議定書は、2008～2012年の先進国の削減数値目標を定めたもので、先進国全体で1990
年レベルから少なくとも 5％の削減を義務付けました。しかし、中長期的にはさらに大きな削減をし
ていかなければなりません。気候変動の被害を最小限に抑えるために、2℃未満の気温上昇に抑
えることのできるより高い削減目標と実効性のある国際的な枠組みに合意し、それを確実に実行す

ることが求められています。そのための交渉が、現在、国連の気候変動枠組条約と京都議定書の

プロセスにおいて進められていますが、遅くとも 2009年までに 2013年以降の効果的な削減目標
と枠組みに合意することが今、最大の課題となっています。 

 
３．G8 と気候変動問題 

 
これまでも気候変動問題は G8 の議題として取り上げられてきましたが、2005 年のイギリスでの

G8 以降は、主要議題として位置づけられ、世界の首脳たちが緊急に対処すべき重要な政治課題
になっています。 

2005 年のイギリスのグレンイーグルズ・サミットで、気候変動問題に関して主要途上国も交えて
国際的な取り組みを話し合う「グレンイーグルズ・ダイアログ」が立ち上げられ、フォローアップが実

施されています。2007 年のドイツのハイリゲンダム・サミットでも気候変動が主要議題とされ、2050
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年までに世界の温室効果ガス排出量を少なくとも半減すべきことを真剣に検討することや、国連の

気候変動枠組条約（UNFCCC）のプロセスが今後の世界の取組みの交渉の場であること、2009
年までに次期の国際的な枠組みについて合意することが必須であることが確認されました。2008
年に予定される G8 北海道・洞爺湖サミットでは、グレンイーグルズ・ダイアログにおける検討結果
が報告される予定になっており、また、UNFCCCの場で 2009年の合意を目指して国際的枠組み
の交渉が進められていることもあり、気候変動問題は重要な議題のひとつとして位置づけられること

になっています。 
 
４．洞爺湖サミットに求めること 

 
洞爺湖サミットは、グレンイーグルズ･ダイアログの検討結果の報告を受け、今後の温室効果ガス

の大幅削減に向けて大きなステップを踏み出す政治的な強いメッセージを打ち出すべきです。こ

の場には、世界最大の排出国でありながら京都議定書交渉から離脱したアメリカや、主要な途上

国も一同に会することになっており、ここで各国首脳が中長期（例えば 2020年、2030年、2050年
など）に温室効果ガスを大幅削減する目標について合意すること、そのための各国の取り組みを強

化していくこと、2009 年までに次期の削減目標と制度に合意することを確認することは、今後の国
連における交渉を加速させ、2013 年以降の次期枠組みの意味ある合意を実現するための重要な
ステップとなります。また、G8 サミットが、一部の主要経済国のみではなく、世界全体で話し合う
UNFCCC を今後の気候変動交渉の主要な場とし、そこで早期合意すべきことを再確認すること
が、気候変動交渉を大きく進展させるために重要です。具体的には、気候変動問題に関して、次

の点について確認し合意するべきです。 
 
（１） 中長期の目標について 
 
① 危険な気候変動を回避するために、気温上昇は工業化（1850年頃）前のレベルと比べて「2℃
未満」に抑制することを目標とすること。 

－IPCCの示す様々なリスクを最小限に抑制するための気温目標に合意するべきです。 
② 2℃未満への抑制を実現するために、世界のCO2排出量を 2050年までに 1990年比で少な
くとも 50％削減すること。 

－2007 年のハイリゲンダム・サミットでは、「2050 年までに半減することを考慮する」とし
て合意しましたが、基準年について「1990 年と比べて」半減することを明示して合意する
べきです。 

③ 排出の大きい先進国は、2020 年までに 1990 年比で少なくとも 30％、また 2050 年までに
1990年比で 80％の削減をすること。 

－世界全体で半減するためには、過去の排出量に責任があり、かつ一人当たり排出

量の多い先進国が率先してより多く削減する必要があります。それぞれの国の責任を明

確にするためにも、その考え方を確認して合意するべきです。 

 
(2) 国際的な次期枠組みについて 
 
① 今後の気候変動問題に関する国際的な枠組みについては、UNFCCC の場で交渉し、2009
年までに京都議定書の第 2約束期間の削減目標と制度について合意すること。 

－京都議定書の第 1約束期間（2008～2012年）に続く 2013年以降の枠組みについて
は、UNFCCC の場で交渉中です。第 1約束期間と第 2約束期間の間に空白を持たせ
ないためには、2009年に次期削減目標と制度に合意することが必要です。 

② 次期枠組みは、京都議定書の基本的構造を引き継ぎ、先進国は総排出量での義務化された
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（法的拘束力のある）削減目標の設定と、その達成の義務化（法的拘束力）を基本とするこ

と。 
－中長期の大幅削減を確実に進めていくためには、排出総量を削減し、その削減を

担保していくことが必要です。自主的取組や原単位目標だけでは、必要な削減量の確

保はできません。米国も含めて先進国はさらに大きな削減が求められます。 

 
(3) エネルギーについて 
 
①エネルギーシステムを、石油や石炭などの化石燃料依存から脱却しつつ、原子力にも依存せず、

自然エネルギーを最大限の活用する方向に転換すること。 
－気候変動の主要因は化石燃料の燃焼であることから、そこから脱却することをまず基

本とし、太陽光や太陽熱、風力などの自然エネルギーを大幅に普及させることが必要で

す。また、危険な事故の恐れや放射性廃棄物の問題、そして核拡散のリスクをともな

う原子力発電は対策手段とするべきではありません。 
 
(4) 適応策について 
 
① 気候変動の悪影響に対応する適応策は世界的に取り組むべき課題として、G8 各国は、特に
脆弱な途上国や貧困層にもたらされる被害に対して率先して資金や技術供与を進めること。 

－気候変動は、途上国、とりわけ適応策を講じることが資金的にも技術的にも難しい後発

開発途上国（最貧国）や小島嶼国により大きな被害を与えており、緊急な対応が求められ

ます。G8各国を始めとした OECD諸国の、資金・技術などの支援が必要です。 
－適応策を実施するために効果的な資金メカニズムを検討するべきです。例えばグロー

バル炭素税や国際航空への課税、資金の移転などが検討されるべきだと考えます。 
② 環境難民に対する人権侵害（人身売買など）を防止するために必要な国際的な法・制度の整

備を進めること。－気候変動の進行によって多くの環境難民が発生し、厳しい状況下に置かれるこ

とは避けられません。そうした人々の人権侵害を防止する必要な法・制度の整備を進め

なければなりません。また、G8各国を始めとするOECD諸国は、政府開発援助のガイド
ラインの中に環境難民に対する支援（人身売買への対応を含む）の方針を明記するべき

です。 
 

５．議長国・日本に求めること 
 
(1) 社会経済システム転換への強い決意と達成手段についての方向性の明示 
 気候変動問題の影響を危険なレベルに至らない程度に抑制できるかは、今後 10～20年の排出
削減努力が決め手となります。日本などの先進国に求められている削減は非常に大きなもので、そ

れを実現するためには、化石燃料に依存した現在の社会経済システムを抜本的に見直し、これま

での経済発展のあり方を大きく変革する努力と、達成手段についての方向性を明示し、そこに向か

う強い決意が必要です。 
洞爺湖サミットの議長国・日本は、その実現に向けた強い決意を示し、リーダーシップを発揮しな

ければなりません。 
 

(2) 実効性のある政策措置の早期導入 
 
日本は、国内においていまだ温室効果ガスの排出増加傾向が続いており、京都議定書の第 1
約束期間である 2008～2012年の 6％削減目標には 13.8％もの開きがあり、目標達成はほど遠い
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状況にあります。日本が洞爺湖サミットにおいて、気候変動問題を主要議題として取り上げて世界

をリードしようとするには、まず、低炭素型社会の構築を率先して行い、自らの排出削減を軌道に

乗せていくべきことは言うまでもありません。しかし、実際には、そのための行動は遅々として進まず、

効果的な政策措置の導入は先送りされ、化石燃料依存型のエネルギー多消費社会が続いていま

す。 
洞爺湖サミットは、京都議定書の第 1約束期間が始まる 2008年に開催されます。日本が、京都
議定書の６％削減を確実に出来るよう抜本的な政策転換を図り、G8 諸国及び主要途上国に対し
てそれを示すことは、日本の努力に対する信頼を醸成し、洞爺湖サミットにおいて今後のさらに大

きな取組みへの合意に結び付けることにつながります。少なくとも、炭素税や排出量取引の導入、

また、主要な固定・移動発生源に対する排出規制などはすみやかに導入するべきです。 
サミットの成功につなげるためにも、こうした国内政策の強化は急がれる課題です。 

以上 
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【生物多様性イシュー】 
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１．背景・生物多様性の問題は今 

 

(1) 生物多様性問題とは 
 

生物多様性問題とは、狭義では急速に進行しつつある野生生物の絶滅や自然林の伐採や

沿岸の埋め立てなど生きものやその生息地の消失をさすことが多く、広義では、絶滅や生息

地の消失の背景にある自然資源の過剰利用・消費、無分別な土地利用を生み出す社会システ

ムの不備・不足など私たちの社会と自然を巡る幅広い問題をいいます。 

2007年版のIUCN（国際自然保護連合）のレッドリストによると16,300種以上の動植物

が絶滅のおそれがあると報告されており、ほ乳類の5分の1、鳥類の8分の1、両生類の３

分1が絶滅危惧種となっています。種の絶滅というものは自然の成り行きとしても起こりま

すが、現代の絶滅のスピードは自然のスピードの100倍から1000倍といわれており、人間

による「生息地の破壊」が最も大きな要因とされています。 

「1つの種の絶滅したところで一体どうだというんだ？」という意見もあるかも知れま

せん。しかし、私たちが生活している地球の環境は、進化に従い、さまざまな生物による非

常に細かく入り組んだ網目のようなものだと考えてください。その網目の一部が壊れるとい

うことは、網目そのものの存在にかかわる、つまりは私たちにもその影響が及ぶということ

なのです。  

国連ミレニアム生態系評価（MA）によれば、食糧生産のために耕地化された面積は、1700

年から1850年の150年間に行われた面積よりも、1950年から1980年の30年間に行われた




